
別紙４ 

電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「個人情報保護法」という。）、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号。以下「番

号法」という。）、東京都板橋区個人情報保護法施行条例（令和４年板橋区条例第 54号）、東京都

板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例（平成 27年板橋区条例第 56号）等を遵

守し、個人情報の取扱いを適正に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。 

２ この特記事項における「個人情報」とは、次に掲げる個人情報等を総称するものとする。 

（１）個人情報保護法第２条第１項に規定する「個人情報」 

（２）番号法第２条第８項に規定する「特定個人情報」 

３ 乙は、この契約に基づく業務に従事する者の範囲を明確化したうえで、適切に監督し、個人情

報の取扱いに係る研修・教育を行うものとする。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。この契約を終了した後又は解除された後も同様とする。 

２ 乙はこの業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、この契約の履行により直

接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない

こと、個人情報の違法な利用及び提供に対し罰則が適用される可能性があることなど、個人情報

の保護に必要な事項を周知しなければならない。 

（個人情報保護に関する規定の提出） 

第３ 乙は、個人情報保護に関する社内規定を甲に提出しなければならない。当該規定を変更する

ときも同様とする。 

（処理施設、処理日程及び作業従事者の通知） 

第４ 乙は、この契約に係る電算処理施設、処理日程及び作業従事者を甲に書面をもって通知しな

ければならない。 

（授受担当従事者の通知） 

第５ 乙は、甲との個人情報及び個人情報の記録された製品の授受に従事する者を甲に書面をもっ

て通知しなければならない。 

（目的外利用及び外部提供の禁止） 

第６ 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。また、番号法第 19 条各号

に規定する場合を除き、第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 乙は、この契約による個人情報の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて（「再委託

等」という。）はならない。ただし、当該業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある

場合には、あらかじめ再委託等をする事業者（「再受託者等」という）の名称・所在地、再委託等

の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を甲に書面（別記第１号様式）をもって通知し、甲の

書面（別記第２号様式）による承諾を得なければならない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定により再受託者等に取り扱わせる場合は再受託者等の当該業務に



関する報告を行わせるとともに、その内容を甲に書面にて報告しなければならない。また、再受

託者等の当該業務に関する行為については、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

（複写及び複製の禁止） 

第８ 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写又は複製してはならない。甲の許可を受

けて複写又は複製したときは、電算処理業務の終了後直ちに複写又は複製した当該個人情報を消

去、破棄又は破砕等の処理を行って解読不可能な状態とし、再生又は再利用ができない状態にし

なければならない。また、処理後は直ちにその結果を証明する書類を甲に提出しなければならな

い。 

（個人情報の授受） 

第９ 個人情報の授受は、甲が指定した職員が、指定した日時、場所で行い、乙は授受の際に個人

情報の預かり証を甲に提出しなければならない。 

（個人情報の保管） 

第 10 乙は、個人情報の保管及び管理について施錠できる保管庫又は施錠可能若しくは入退管理

の可能な保管室に格納するなど善良なる管理者の注意義務をもって当たり、個人情報の紛失、漏

えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく乙の事業所から持ち出してはならない。 

（個人情報の返還） 

第 11 乙は、業務を終了したとき、契約を解除されたとき又は甲が請求したときは、この契約によ

る業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得若しくは作成した個人情報が記録さ

れた資料等を、直ちに甲に返還若しくは引き渡し、又は廃棄若しくは消去するとともに、返還若

しくは引渡し又は廃棄若しくは消去を証する書面を甲に提出しなければならない。ただし、甲が

別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

（製品の引渡し） 

第 12 乙は当該製品の作成業務終了後、直ちに個人情報が記録された製品を、甲があらかじめ指定

した職員に引き渡さなければならない。 

（個人情報の搬送） 

第 13 乙は、甲との間において、個人情報の搬送を行う場合は、原則として、甲が指定するネット

ワークによる搬送方法を使用することとする。この方法によりがたい場合、乙は、事前に、甲の

承認を得たうえで、個人情報が記録された、磁気ファイル、帳票等を専用ケースに収納し、施錠

するなど事故防止措置を講じて搬送しなければならない。また、電磁的記録媒体で搬送するとき

は、暗号化処理を施す等のセキュリティ対策を講じなければならない。 

（個人情報の外部結合による電送等） 

第 14 乙は、甲の承諾を得て乙の電子計算機等と外部の電子計算機等とを結合して個人情報であ

るデータを送受信するときは、外部からの不正侵入を防ぐため、双方のサーバにファイアーウォ

ールを設けるとともに、データを暗号化しなければならない。また、乙は、ID、パスワードを設

定し、システムの操作者を限定しなければならない。 

（立入検査及び調査） 

第 15 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の管理状況等について、

随時に実地に立入検査又は調査し、報告を求めることができる。 

２ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報について、その取扱いが不



適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従う

ものとする。 

（事故発生の報告） 

第 16 乙は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生す

るおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知する。また、当該事故解決に努めるととも

に、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 

（不良製品等の処分） 

第 17 この契約による業務の処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、乙は、その発生数

量、発生原因を甲に報告し、その処分について甲と協議するものとする。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第 18 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることがで

きる。 

（１）この契約による業務を処理するために乙又は再受託者等が取り扱う個人情報について、乙又

は再受託者等の責に帰すべき理由により個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事

故が発生したとき。 

（２）前号に掲げる事項のほか、この特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成するこ

とができないと認められるとき。 

（公表措置） 

第 19 甲は、乙が個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を発生させたときは、

その事実を公表することができる。 

２ 甲は、乙が第 1 から第 18 までに掲げる個人情報の保護に関する義務に違反し又は怠った場合

には、板橋区情報公開及び個人情報保護審議会に報告するとともに、その事実を公表することが

できる。 

 

 

 


